第１号様式（第３関係）
令和　年　月　日


青 森 県 知 事　殿


[bookmark: _Hlk44906444]申請者
（住　　所）
（企 業 名）
（代表者職氏名）

令和７年度青森県中小企業若手人財確保・定着支援事業費補助金交付申請書

令和７年度において実施する青森県中小企業若手人財確保・定着支援事業について、補助金の交付を受けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号）第３条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額
　(1) 補助事業に要する経費　　　　　　　　　　　　　　円
　(2) 補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　(3) 補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　円
　（注）次の算式を明記すること。
　　　　補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金交付申請額

２　添付書類
　(1) 事業計画書（別紙１）
　(2) 収支予算書（別紙２）
(3) 誓約書（別紙３）
(4) 補助事業に要する経費のうち、補助対象経費の内容を明らかにした見積書等
　(5) 申請者の過去２期分の決算報告書又はそれに類するもの
　(6) 定款又はこれに代わる書面（個人である場合を除く）
(7) その他知事が定める書類

別紙１（第３、第９関係）

事業計画（報告）書
１　補助事業者の概要
	企業名
	

	資本金
	

	常時使用する従業員数
	

	業種
	

	法人番号
	

	事業活動の内容
	主要製品
サービス
	


	
	主な顧客
	


	事業を実施する事業所
の所在地
	〒

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　ＦＡＸ：

	連絡窓口
	電話番号
	

	
	FAX番号
	

	
	部署
	

	
	役職
	

	
	担当者名
	

	
	E-mail
	

	金融口座
	金融機関名
	

	
	支店名
	

	
	口座種類
	

	
	口座番号　
	

	
	口座名義
	

	
	口座名義カナ
	


２　補助事業の概要
	補助事業名
	※補助事業の内容がわかるように簡潔に記載すること


	事業実施場所
	


	事業実施期間
	開始予定年月日　　令和　　年　　月　　日
完了予定年月日　　令和　　年　　月　　日

	事業の目的及び内容
	





	事業スケジュール
	






	本事業をサポートする
支援機関及び支援内容
	



	あおもり若者定着サポート
企業の登録状況
	


	あおもり県内就職促進
パートナー企業の登録状況
	


	今回の取組により
期待される効果
	※採用力向上に資する事業を実施する場合、前年度の採用実績及び本年度の採用予定も記載すること






（注）１　補助事業者ごとに一葉作成すること。
２　補助事業の内容（実績）が分かる図面、写真等を添付すること。

別紙２（第３、第９関係）

収支予算（精算）書
１　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	項　目
	予算(精算)額
	摘　　要

	補助金
	
	２の補助対象経費合計額の１／２以下または５０万円以下

	自己資金
	
	

	その他
	
	

	合計
	
	



２　支出の部　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	経費区分
	補助事業に
要する経費
(税抜金額)
	補助対象経費
（税抜金額）
	うち補助金
	備　考
(積算根拠)

	専門家謝金
	
	
	
	

	専門家旅費
	
	
	
	

	職員旅費
	
	
	
	

	通信運搬費
	
	
	
	

	借損料
	
	
	
	

	消耗品費
	
	
	
	

	広報費
	
	
	
	

	使用料及び賃借料
	
	
	
	

	委託費
	
	
	
	

	その他の経費
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


（注）消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。また、見積書等の根拠資料を添付すること。


別紙３（第３関係）
年　　月　　日

青 森 県 知 事　殿

申請者
（〒所在地）
（企業名）
（代表者職氏名）　　　　　　　　　　　印

誓　　　約　　　書

補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

(１)法人等（個人、法人又は団体）が、 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
(２)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(３)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(４)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


